
資料1-2

業種
対象
施設数

監視
計画数

監視数 達成率（%）

ア 平成26年度重要監視施設（浅漬を広域流通させている規模の大きい施設） 3 9 11 122.2

イ 大量調理を行う飲食店営業（弁当屋，仕出し屋，旅館） 20 60 85 141.7

ウ 大量調理を行うそうざい製造業 7 21 18 85.7

エ 総合衛生管理製造過程承認施設及び対米輸出水産食品加工施設 5 15 18 120.0

オ 前年度に食品衛生法違反等により行政処分及び行政指導を受けた施設など 6 18 24 133.3

ア Ａ－イ以外の弁当屋，仕出し屋 171 342 421 123.1

イ 広域流通食品を製造・加工する規模の大きい施設 161 322 330 102.5

ウ 大量調理を行う給食センター 23 46 45 97.8

エ 浅漬を製造する漬物製造業 122 244 226 92.6

ア 給食施設（病院，矯正施設） 45 45 45 100.0

イ 飲食店営業（すし屋） 188 188 180 95.7

ウ Ｂ－イ以外の製造業，処理業，加工業およびつけ物製造業（ＡＢランク以外） 1,327 1,327 1,211 91.3

エ 食肉販売業，魚介類販売業 560 560 793 141.6

オ 食鳥処理場 6 6 6 100.0

ア 6,996 3,498 3,637 104.0

イ 氷雪販売業，食品行商 259 43 50 116.3

ウ 許可条件付きの製造業，処理業及び加工業（Ａ～Ｃランクを除く） 444 222 387 174.3

エ 給食施設（学校） 83 41 49 119.5

Ｅ（３年１回以上） 9 0 0 －

ア 4,392 878 2,886 328.7

イ 自動車による営業，自動販売機による営業 1,911 382 353 92.4

ウ 給食施設（Ｂ－ウ，Ｃ－ア，D-エ，Ｅに該当しない給食施設） 723 144 128 88.9

計 17,461 8,411 10,903 129.6

食肉センター（と畜検査員が常駐し，監視を実施）

給食施設（有床診療所）

Ｆ（５年１回以上）

食肉販売業（包装食肉のみ），魚介類販売業（包装魚介類のみ），乳類販売
業，豆腐販売業，冷凍食品販売業，弁当類又はそう菜類販売業

その他
中央卸売市場（食品衛生監視員が常駐し，監視を実施）

Ｄ（２年１回以上）

飲食店営業（一般食堂，そば屋，食品調理業，旅館，料理店），喫茶店営業
飲食店営業（許可条件付き弁当屋，仕出し屋）

平成２６年度立入検査実施結果

ランク

Ａ（年３回以上）

Ｂ（年２回以上）

Ｃ（年１回以上）


